
　レーヴ法律事務所では、全国の園の顧問弁護士として園・先生方の
トラブル・悩みごとに対応しています。
　事務所に寄せられる様々なご相談を基に、園に役立つ情報を
Q＆A 形式でお届けします。
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園児の母親から、「離婚を考えて
いて別居することにしたが、離婚
するまでの間、送迎は全部母親が
やるし、父親と子どもとを会わせ
ないでほしい」と言われました。
一方で父親からは、「園は母親の
味方ばかりしないで、父親と子ど
もを会わせてほしいし、なんだっ
たら送迎もこちらでする」と言わ
れました。他の園でもよくあるこ
とかと思いますが、こういった
場合、どのように対 応したら良い
でしょうか。

　園における非常に悩ましい問題の一つです。こうしなければならない
という明確なルールは、実はありません。形式的な法律論で言えば、
現在の日本の民法では、離婚しない限りは夫婦共同親権である以上、
どちらも親権者ですから、どちらも子どものことについてそれなりに
主張できるという立場でもありますし、だからこそ対応が難しい
わけです。
　現実的な対応としては、主に監護している（＝面倒を見ている）のが
どちらかということを基準に考えるのが無難かと考えます。つまり、
別居しているのであれば子どもと同居している親、別居前であれば主
に送迎をしている親の意見を受け入れて対応することになるでしょう。
　園の対応としては、どうしてもどちらか一方の親の意見しか反映
できなくなるわけですが、それは夫婦間の意見が対立していること
からやむを得ません。園の立場からすれば、「夫婦間のトラブルを
園に持ち込まないでほしい」としか言いようがないものです。
　こうした状況で意見を受け入れる際には、主たる監護者である親と、
書面でその条件や内容を明確にしておくことが望ましいとも考えます。
　なお、今後、民法が改正されたときに、離婚後の夫婦共同親権が
認められる可能性があります。離婚後夫婦共同親権としているならば
元夫婦間で話し合いがついていることが多いのだろうと推測されま
すが、離婚後夫婦共同親権でもやはり元夫婦間で揉めることはあり得
ます。もし万が一そんな状況に直面した場合、園での対応は上記と
同様、主に監護している親の意見を取り入れて対応することになら
ざるを得ないでしょう。
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